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御
移
転
の
経
緯
に
つ
い
て

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
顧
問　
　

納
冨
　
常
天

　
　
　
　
は
じ
め
に

　

總
持
寺
が
石
川
県
門
前
町
か
ら
鶴
見
に
移
転
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
国
粋
主
義
に
基
づ
く
明
治
政
府
の
宗
教
政
策
、
明
治
三
十
一
年

の
大
火
と
再
建
、
東
京
附
近
へ
の
移
転
問
題
、
地
元
（
石
川
県
門
前
町
）
の
移
転
反
対
運
動
、
財
政
難
に
よ
る
借
金
と
移
転
延
期
願
の
提

出
な
ど
を
中
心
と
し
て
、
資
料
に
基
づ
き
話
し
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　（
一
）
御
移
転
の
原
因

　

ま
ず
御
移
転
の
原
因
で
す
が
、
遠
因
と
し
て
明
治
政
府
の
宗
教
政
策
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
強
力
な
中
央
集
権
に
よ

る
国
粋
主
義
に
基
づ
き
、
神
仏
分
離
令
や
そ
れ
に
伴
う
廃
仏
棄
釈
が
行
わ
れ
、
日
本
仏
教
史
上
最
大
の
法
難
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
總
持

寺
は
、
輪
住
制
の
廃
止
と
、
経
済
的
に
大
き
な
打
撃
を
受
け
一
気
に
衰
退
し
ま
し
た
。
輪
住
制
は
、
住
持
職
を
短
期
に
交
代
し
、
ひ
ろ
く

住
持
就
任
の
名
誉
を
享
受
す
る
と
と
も
に
、
本
山
の
護
持
発
展
に
つ
い
て
責
務
を
平
等
に
担
う
制
度
で
、
總
持
寺
教
団
の
団
結
と
発
展
を

は
か
る
も
の
で
し
た
が
、
明
治
三
年
七
月
二
十
五
日
に
、「
總
持
寺
住
持
ハ
宗
門
中
碩
学
智
識
者
ヲ
住
持
タ
ラ
シ
ム
ベ
シ
」
と
の
政
府
命

令
に
よ
り
輪
住
制
は
廃
止
さ
れ
、
独
住
制
と
な
り
ま
し
た
。
独
住
一
世
に
は
六
名
の
候
補
（
加
州
天
徳
院
奕
堂
、
肥
前
皓
台
寺
伝
翁
、
越

中
前
瑞
竜
寺
橘
仙
、
濃
州
妙
応
寺
玄
齢
、
加
州
宝
円
寺
源
琱
、
肥
前
高
伝
寺
肯
庵
）
に
よ
る
選
挙
の
結
果
、
天
徳
院
諸
嶽
奕
堂
が
選
ば
れ
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ま
し
た
。

　

ま
た
経
済
的
に
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
社
寺
領
上
地
令
に
よ
り
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
以
来
維
持
し

て
き
ま
し
た
寺
領
四
百
石
も
政
府
に
没
収
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
版
籍
奉
還
や
廃
藩
置
県
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）

以
降
、
前
田
家
の
手
厚
い
援
助
も
途
絶
え
た
か
ら
で
す
。
ま
た
、
従
来
二
百
名
か
ら
三
百
名
あ
り
ま
し
た
転
衣
僧
も
激
減
す
る
と
と
も
に
、

官
金
（
転
衣
料
、
江
戸
時
代
は
五
両
、
明
治
四
年
円
制
定
、
一
両
＝
一
円
）
も
同
じ
よ
う
に
減
収
し
、
あ
わ
せ
て
五
院
輪
番
も
廃
止
さ
れ

ま
し
た
の
で
、
同
八
年
に
は
有
名
無
実
に
な
っ
た
五
院
も
廃
止
さ
れ
、
本
山
職
と
し
て
の
運
営
も
次
第
に
窮
地
に
陥
ち
入
り
ま
し
た
。
そ

の
よ
う
な
状
況
で
し
た
か
ら
、
明
治
四
年
に
は
寺
領
上
地
に
よ
る
困
窮
の
た
め
、
金
沢
県
庁
に
御
手
当
米
拝
領
願
を
提
出
し
ま
し
た
が
、

上
地
は
「
一
般
の
規
則
候
条
聞
き
届
け
難
く
候
」
と
し
て
却
下
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
同
七
年
に
は
前
々
か
ら
の
借
金
（
回
船
業
能
登
黒
島
森
岡
屋
又
四
郎
や
、
穴
水
七し
つ
み海
屋
弥
七
郎
・
輪
島
松
木
屋
伊
兵
衛
、
法
具

商
京
都
海
老
屋
な
ど
）
や
、玄
透
即
中
以
来
燻
っ
て
い
ま
し
た
衣
体
（
服
装
）
の
問
題
＝
袈
裟
・
掛
絡
（
絡
子
）
の
環
紐
の
有
無
を
め
ぐ
り
、

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
か
ら
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
ま
で
十
二
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
寺
社
奉
行
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
大
名
・
大

奥
・
老
中
・
大
老
ま
で
巻
き
こ
ん
だ
三
衣
の
問
題
な
ど
に
よ
っ
て
、
累
積
し
た
負
債
は
三
万
両
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
返
済
の
た

め
、
仏
殿
・
本
堂
（
法
堂
）
を
除
く
庫
裡
・
禅
堂
・
経
蔵
・
五
院
な
ど
十
七
棟
余
の
売
却
伺
書
を
石
川
県
令
宛
に
提
出
し
て
い
ま
す
。
こ

の
「
売
却
目
録
」
と
明
治
二
十
六
年
九
月
の
「
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
全
図
」（
売
却
後
僧
堂
・
東
司
な
ど
再
建
）
お
よ
び
罹
災
状
況
を

示
す
「
曹
洞
宗
大
本
山
諸
嶽
山
總
持
寺
焼
失
並
残
存
区
分
真
図
」（
紙
背
に
は
伽
藍
の
竣
工
・
改
修
年
記
録
あ
り
）
を
比
較
照
合
し
ま
す
と
、

売
却
し
た
の
は
山
門
、
五
院
と
同
庫
裡
、
禅
堂
（
僧
堂
）、
東
司
な
ど
で
、
勅
使
門
・
鐘
楼
・
通
用
門
・
大
庫
裡
は
火
災
で
焼
失
し
て
お
り
、

寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
の
経
蔵
（
輪
蔵
）
は
現
在
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
ら
は
売
却
で
き
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
十
年
（
一
八
七
七
）
に
は
元
除
地
上
地
（
五
町
五
反
八
畝
十
歩
）
の
払
下
再
々
願

4

4

4

を
石
川
県
令
宛
、
同
二
十
三
年
に
は
旧
前
田
藩

主
に
よ
り
建
造
さ
れ
た
山
門
（
慶
長
六
年
〈
一
六
〇
一
〉、
一
説
同
十
三
年
建
立
）
や
、
経
蔵
（
延
享
二
年
〈
一
七
四
五
〉
完
成
、
門
末
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寺
院
や
地
域
住
民
も
協
力
）
の
修
理
費
支
給
願
を
石
川
県
鳳
至
郡
長
内
田
衡
宛
に
提
出
、
さ
ら
に
は
同
三
十
年
十
一
月
、
国
有
林
字
首
山

外
五
箇
所
に
つ
い
て
立
証
を
具
し
下
戻
申
請
を
す
る
な
ど
、
経
済
的
に
極
め
て
困
窮
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
ら
は

あ
く
ま
で
遠
因
で
あ
っ
て
、
御
移
転
の
直
接
原
因
は
明
治
三
十
一
年
四
月
十
三
日
午
後
九
時
か
ら
、
翌
十
四
日
午
前
二
時
ま
で
、
前
後
五

時
間
に
わ
た
る
大
火
で
し
た
。

　

火
災
は
主
要
な
伽
藍
・
諸
堂
を
焼
失
し
ま
し
た
が
、
火
元
は
『
宗
報
』
第
三
十
四
号
（
明
治
三
十
一
年
五
月
十
九
日
発
行
）
に
「
今
回

に
於
け
る
大
火
災
の
原
因
に
就
い
て
は
、
其
調
査
未
だ
正
確
な
ら
ざ
り
し
が
、
右
は
全
く
法
堂
の
西
入
側
な
る
洋
燈
よ
り
発
火
せ
し
も
の

な
り
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
洋
燈
（
ラ
ン
プ
）
に
よ
る
不
始
末
で
し
た
。
当
時
能
登
地
方
に
お
け
る
ラ
ン
プ
の
普
及
状
況
に
つ
い
て
は

定
か
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
總
持
寺
は
利
用
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
焼
失
部
分
と
残
存
部
分
に
区
分
け
し
、
建
物
別
に
法
具
・
常

住
物
な
ど
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
「
曹
洞
宗
大
本
山
諸
嶽
山
總
持
寺
焼
失
並
残
存
区
分
真
図
」（『
宗
報
』
第
三
十
四
号
付
録
）
に
よ
り

ま
す
と

　
　
　
　

焼
失

勅
門　

仏
殿　

法
堂　

紫
雲
台　

蟇
沿
斎　

微
笑
室　

普
蔵
軒　

小
浴
室　

放
光
堂　

祥
雲
閣　

大
庫
裡　

作
事
場　

妙
触
堂

（
浴
室
）　

通
用
門　

接
賓　

役
寮
室　

後
架
（
洗
面
所
）　

東
司　

衆
寮　

鐘
楼　

廊
下
十
三

　
　
　
　

残
存

伝
燈
院　

慈
雲
閣　

不
動
閣　

荒
神
尊
天
水
屋
形　

経
蔵　

霊
光
堂　

六
角
堂　

照
心
閣　

三
松
関　

白
山
社　

稲
荷
殿　

白

山
門　

無
常
門　

臨
時
門　

第
一
宝
蔵　

第
二
宝
蔵　

什
庫　

倉
庫　

味
噌
蔵

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
中
心
部
の
主
要
建
造
物
が
殆
ど
焼
失
し
、
免
れ
た
の
は
周
辺
部
に
位
置
す
る
経
蔵
と
小
建
造
物
の
み
で
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し
た
か
ら
、
そ
れ
は
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
や
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
の
火
災
よ
り
被
害
は
甚
大
で
し
た
。
た
だ
幸
い
に
経
蔵
や

宝
蔵
が
焼
失
し
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
文
化
財
や
古
書
・
古
文
書
類
は
助
か
っ
た
の
で
す
。

　
　
　
　（
二
）
御
移
転
の
経
緯

　

大
本
山
總
持
寺
東
京
出
張
所
監
院
石
川
素
童
は
、
早
速
『
宗
報
』
第
三
十
三
号
（
明
治
三
十
一
年
四
月
二
十
八
日
）、
第
三
十
四
号
（
同

五
月
十
五
日
、
付
録
「
曹
洞
宗
大
本
山
諸
嶽
山
總
持
寺
焼
失
並
残
存
区
分
真
図
」）
で
、
宗
務
局
お
よ
び
末
派
寺
院
に
対
し
、
詳
細
な
罹

災
状
況
を
報
告
す
る
と
同
時
に
、
再
建
本
部
を
芝
公
園
八
号
地
の
總
持
寺
東
京
出
張
所
に
設
置
し
、
祖
地
4

4

（
能
登
門
前
町
）
再
建
運
動

4

4

4

4

を

開
始
し
て
い
ま
す
。
ま
た
十
月
二
十
八
日
、
總
持
寺
直
末
寺
院
会
議
を
開
催
し
て
、
再
建
方
針
お
よ
び
方
法
な
ど
を
協
議
し
て
い
ま
す
。

　

翌
三
十
二
年
十
一
月
五
日
、
宗
務
局
は
大
本
山
總
持
寺
諸
堂
再
建
の
告
諭
、
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
諸
法
規
を
発
令
し
、
一
宗
協
力
し
て

大
工
事
の
達
成
を
期
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

再
建
予
算
は
四
十
九
万
七
千
円
を
計
上
し
、
勧
募
方
法
は
諸
法
規
に
あ
る
再
建
祠
堂
勧
募
規
定
（
十
一
ヶ
条
）
に
基
づ
き
行
わ
れ
ま
し

た
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
す
が
、
勧
募
委
員
長
は
各
宗
務
支
局
長
（
宗
務
所
長
）、
勧
募
委
員
は
寺
院
住
職
、
勧
募
委
員
補
は

檀
家
総
代
を
充
て
、
そ
の
他
に
勧
募
奨
励
専
使
、
勧
募
督
励
員
、
勧
募
整
理
委
員
な
ら
び
に
巡
回
専
使
な
ど
も
順
次
に
設
け
、
勧
募
の
実

を
図
っ
て
い
ま
す
。
寄
附
に
対
す
る
音い
ん
も
つ物

（
贈
物
）
は
、
勧
募
に
応
じ
た
金
額
に
よ
り
念
珠
、
絡
子
、
安
陀
衣
、
法
被
、
扇
子
、
風
呂
敷

な
ど
を
充
て
て
い
ま
す
。
ま
た
、『
瑩
山
清
規
』
に
基
づ
く
行
持
遂
行
や
、瑞
世
な
ど
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
た
め
、早
速
仮
大
祖
堂
（
七
十

坪
、
三
千
五
百
円
）、
仮
真
檀
（
二
十
坪
、
一
千
円
）、
仮
参
詣
堂
（
四
十
二
坪
、
一
千
五
十
円
）、
仮
侍
真
寮
（
十
二
坪
、
三
百
円
）
四

棟
の
仮
堂
宇
合
計
建
坪
百
四
十
四
坪
を
五
千
八
百
五
十
円
で
建
設
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
再
建
事
業
が
着
々
と
推
進
さ
れ
て
い
る
最
中
に
、
東
京
移
転
の
建
白
書
や
請
願
書
が
次
々
に
出
さ
れ
ま
し
た
。
三
十
二
年

十
一
月
十
三
日
（
宗
務
局
告
諭
八
日
後
）、
東
京
市
深
川
区
長
慶
寺
住
職
武
藤
弥
天
を
は
じ
め
と
す
る
五
十
二
名
の
東
京
府
下
曹
洞
宗
寺
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院
住
職
（
能
親
会
）
に
よ
り
、
仏
祖
の
高
恩
に
答
え
、
範
を
後
世
に
遺
さ
ん
が
為
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
、「
總
持
寺
東
京
移
転
建
白
書
」

が
石
川
素
童
宛
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　

第
一
、一
宗
ノ
本
山
ヲ
北
陸
辺
陬
ノ
地
ニ
置
ク
ハ
時
勢
ニ
適
セ
ザ
ル
事

　
　
　

第
二
、一
宗
ノ
本
山
ヲ
北
陸
辺
陬
ノ
地
ニ
置
ク
ハ
不
便
ナ
ル
事

　
　
　

第
三
、
本
山
ヲ
都
会
附
近
ニ
移
転
セ
シ
ム
ル
ハ
経
済
上
有
利
ナ
ル
事

　
　
　

第
四
、
本
山
ヲ
都
会
附
近
ノ
地
ニ
移
転
セ
シ
ム
ル
ハ
布
教
伝
道
ニ
益
ア
リ

　
　
　

第
五
、
御
本
山
ノ
移
転
地
ハ
東
京
附
近
ナ
ル
ヲ
要
ス
事

　

こ
の
よ
う
に
五
項
目
を
あ
げ
、
項
目
毎
に
細
論
し
、
従
来
の
旧
跡
は
祖
廟
と
し
て
保
存
す
る
こ
と
を
述
べ
る
と
同
時
に
、
諸
宗
に
率
先

し
て
移
転
し
、
宗
門
百
年
の
大
計
を
樹
て
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
翌
三
十
三
年
に
は
大
分
県
有
志

寺
院
に
よ
る
「
大
本
山
移
地
建
白
書
」、
長
野
県
北
部
高
井
郡
・
下
高
井
郡
・
下
水
内
郡
諸
寺
院
な
ど
に
よ
る
東
京
移
転
の
請
願
書
、
宮

崎
県
曹
洞
宗
務
支
局
に
よ
る
「
能
本
山
移
転
之
建
白
書
」
が
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
内
容
は
大
同
小
異
で
す
。
し
か
し
、
大

分
県
の
建
白
書
に
、
東
京
移
転
に
つ
き
明
治
二
十
九
年
九
月
十
二
日
に
建
白
書
を
奉
呈
し
た
旨
の
記
事
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
長
野

県
北
部
（
上
高
井
郡
）
の
「
大
本
山
總
持
寺
を
東
京
に
移
転
す
る
の
請
願
」
に
、
太
祖
国
師
大
寂
定
中
に
在
っ
て
位
置
を
転
ず
る
の
機
を

促
さ
れ
た
る
や
も
計
り
難
く
と
あ
る
こ
と
は
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
な
お
、「
本
山
移
地
転
境
書
類
」
中
の
「
覚
書
」

に
、
輪
番
制
度
は
開
山
国
師
の
万
世
通
達
の
御
明
案
で
あ
っ
た
が
、
時
勢
制
度
変
革
せ
る
今
日
、
旧
制
度
に
代
る
べ
き
興
隆
策
と
し
て
移

地
転
境
が
必
要
と
あ
り
、
そ
の
中
に
明
治
初
年
か
ら
金
沢
移
転
説
が
あ
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
ま
す
。

　

こ
れ
ら
数
多
の
建
白
書
や
請
願
書
に
よ
る
移
転
問
題
は
、
再
建
事
業
に
お
け
る
最
大
の
要
路
と
し
て
、
宗
門
は
じ
め
世
間
の
注
目
す
る
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と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
總
持
寺
は
、
明
治
三
十
三
年
二
月
に
、
境
内
に
隣
接
す
る
首
山
・
鶴
山
の
二
箇
林
を
再
建
地
設
備
上
境

内
へ
編
入
願
を
提
出
し
て
い
ま
す
か
ら
、少
な
く
と
も
こ
の
時
点
ま
で
は
祖
地
4

4

へ
再
建
す
る
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
情
況
で
し
た
が
、
明
治
三
十
五
年
は
道
元
禅
師
六
百
五
十
回
大
遠
忌
に
相
当
し
、
ま
た
三
十
七
年
二
月
に
は
日
露
戦
争
が
勃

発
し
た
た
め
、
再
建
運
動
は
一
時
停
滞
す
る
羽
目
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
三
十
八
年
四
月
、
西
有
貫
首
が
退
院
さ
れ
、
石
川
素
童
貫

首
が
独
住
四
世
に
就
任
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
日
露
戦
争
も
終
結
し
ま
し
た
の
で
、
今
ま
で
沈
滞
し
て
い
ま
し
た
再
建
事
業
も
活
発
化
す
る

と
同
時
に
、
東
京
移
転
の
気
運
や
賛
否
の
議
論
も
一
段
と
熱
気
を
帯
び
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
　（
三
）
移
転
地
の
決
定

　

移
転
地
候
補
と
し
て
は
鶴
見
の
ほ
か
、
松
戸
（
千
葉
県
）、
八
王
子
（
東
京
都
）
な
ど
多
々
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
決
定
に
つ
い
て
は

栗
山
泰
音
（
總
持
寺
独
住
八
世
）
の
手
記
に
「
明
治
三
十
五
年
五
月
二
十
八
日
、
鶴
見
の
地
理
を
探
検
す
る
。
六
月
五
日
人
夫
を
雇
い
秘

密
に
巡
視
す
。
六
月
十
四
日
鶴
見
の
件
初
め
て
石
川
に
内
談
す
。
明
治
三
十
六
年
六
月
十
八
日
予
と
石
川
と
鶴
見
に
て
地
所
選
定
、
本
山

移
転
決
す
。
七
月
三
日
又
鶴
見
に
行
き
加
藤
海
応
に
本
山
へ
土
地
献
納
を
極
秘
に
談
示
す
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
同
師
と
旧
知
の
関
係

に
あ
り
ま
し
た
鶴
見
成
願
寺
住
職
加
藤
海
応
に
、
本
山
へ
土
地
（
境
内
）
献
納
を
談
示
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、

栗
山
・
石
川
両
師
が
協
議
の
上
、
貫
首
西
有
禅
師
に
具
申
し
、
そ
の
決
断
に
よ
っ
て
總
持
寺
移
転
地
が
正
式
に
決
定
し
ま
し
た
。

　

明
治
三
十
九
年
二
月
二
十
六
日
、
鶴
見
成
願
寺
住
職
加
藤
海
応
、
檀
家
総
代
吉
田
重
五
郎
を
は
じ
め
と
す
る
八
名
、
同
門
永
昌
寺
住
職

三
堀
哲
董
・
小
本
寺
建
功
寺
住
職
枡
野
宏
道
連
署
に
よ
る
「
移
転
再
建
敷
地
献
納
願
書
」
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
寺
地
献
納
地
所
は

五
十
筆
か
ら
な
る
五
町
六
反
七
畝
十
四
歩
（
約
一
万
七
千
余
坪
）
で
し
た
。
ま
た
同
時
に
地
元
の
有
力
者
で
あ
る
中
西
重
造
・
中
西
与
作
・

黒
川
荘
三
・
佐
久
間
権
蔵
な
ど
八
名
の
旨
趣
賛
同
有
志
に
よ
る
「
本
山
移
転
せ
ら
る
ゝ
に
於
て
は
及
ぶ
べ
き
限
り
尽
力
し
、
以
て
百
方
便

宜
に
斡
旋
可
致
依
て
茲
に
賛
同
の
意
を
表
し
候
」
と
あ
る
「
旨
趣
賛
同
書
」
も
別
紙
と
し
て
添
附
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
枡
野
宏
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道
日
記
『
驢
事
馬
事
』
な
ど
に
よ
り
ま
す
と
、
移
転
用
地
調
査
委
員
や
買
収
交
渉
委
員
な
ど
を
委
嘱
す
る
と
と
も
に
、
買
収
委
員
協
議
会

の
組
織
、
地
主
大
会
、
移
転
交
渉
委
員
の
実
地
調
査
な
ど
矢
継
ぎ
早
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

七
月
十
日
に
は
永
平
寺
森
田
悟
由
貫
首
か
ら
鶴
見
移
転
の
同
意
書
を
得
て
い
ま
す
が
、そ
の
親
書
中
に
「
尚
又
将
来
当
本
山
（
永
平
寺
）

が
時
運
の
必
要
に
依
り
輦
轂
の
附
近
に
別
院
を
建
設
す
る
か
、
或
は
万
一
に
も
転
地
す
る
の
事
あ
る
や
も
難
計
に
付
き
、
予
め
貴
本
山
の

御
同
意
を
得
置
度
希
望
の
至
り
に
候
」
と
あ
る
の
に
対
し
、「
当
本
山
（
總
持
寺
）
に
於
て
御
同
意
可
申
上
は
当
然
の
儀
」
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
七
月
二
十
六
日
～
二
十
九
日
に
お
け
る
曹
洞
宗
諮
詢
会
、
九
月
五
日
の
直
末
准
直
末
評
定
に
お
い
て
、
鶴
見
移
転
に
つ
き
協
議
評
定

さ
れ
、
賛
成
多
数
に
よ
り
議
決
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
十
二
月
に
は
持
丸
兵
輔
な
ど
七
十
六
名
の
土
地
売
渡
人
の
委
任
状
を
と
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
間
、
伊
藤
博
文
・
安
田
善
次
郎
と
と
も
に
、
明
治
の
三
傑
と
さ
れ
た
雨
宮
敬
次
郎
（
山
梨
県
塩
山
市
）
も
土
地
買
収
に
資
金
を

斡
旋
す
る
な
ど
鶴
見
移
転
に
尽
力
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　（
四
）
移
転
反
対
運
動

　

こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
し
、
三
十
九
年
七
月
二
十
三
日
、『
北
国
新
聞
』・『
政
教
新
聞
』
が
總
持
寺
の
鶴
見
移
転
を
特
ダ
ネ
と
し
て
報

じ
ま
し
た
。
門
前
住
民
は
、
總
持
寺
に
よ
り
生
活
が
支
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
驚
愕
と
同
時
に
悲
憤
慷
慨
し
、
八
月
二
日
、
穴
水
（
本

部
門
前
区
長
小
向
茂
平
宅
）
に
「
能
本
山
非
移
転
同
盟
倶
楽
部
」
を
設
立
し
て
、
次
の
よ
う
な
同
盟
規
約
を
作
り
、
移
転
反
対
の
狼
煙
を

あ
げ
て
い
ま
す
。

　
　
　

一
、
同
盟
者
ハ
本
趣
旨
貫
徹
ノ
タ
メ
必
ス
同
一
ノ
行
途
ヲ
採
ル
コ
ト

　
　
　

一
、
總
持
寺
移
転
派
ニ
対
シ
テ
ハ
排
斥
又
ハ
絶
交
ス
ル
コ
ト
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と
あ
り
、
如
何
に
徹
底
し
た
反
対
運
動
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
同
五
日
石
川
貫
首
が
檀
信
徒
説
諭
の
た
め
に
帰
山
さ
れ
ま
し

た
が
、
警
戒
護
衛
す
る
警
官
が
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
沿
道
の
群
集
は
罵
声
を
浴
び
せ
、
随
行
者
田
鶴
浜
東
嶺
寺
住
職
岡
田
泰
明
の
人
力

車
を
転
覆
さ
せ
る
事
件
ま
で
引
き
起
こ
し
ま
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
同
十
八
日
、
輪
島
に
お
い
て
三
十
五
箇
町
村
、
同
二
十
日
に
穴
水

瑞
源
寺
で
能
登
国
信
徒
大
会
、
九
月
二
十
日
、
輪
島
蓮
光
寺
、
同
二
十
二
日
、
七
尾
に
お
い
て
非
移
転
大
会
を
開
き
、
非
移
転
を
決
議
す

る
な
ど
、
燎
原
の
火
の
よ
う
に
反
対
運
動
は
一
段
と
熾
烈
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
情
勢
に
対
し
て
總
持
寺
は
、
八
月
二
十
三
日
、
一
部
の
所
行
に
誑
惑
さ
れ
る
こ
と
無
き
よ
う
檀
信
徒
に
広
告
し
、
ま
た
九

月
二
十
六
日
、
信
徒
総
代
に
は
總
持
寺
六
百
年
来
の
歴
史
を
説
き
、
本
山
移
転
は
万
世
不
抜
の
鴻
図
で
あ
る
と
し
て
同
意
を
求
め
て
い
ま

す
。
し
か
し
十
一
月
十
三
日
に
は
金
沢
市
公
会
堂
で
石
川
県
信
徒
大
会
を
開
き
、
移
転
反
対
を
決
議
し
て
、
内
務
大
臣
原
敬
・
石
川
県
知

事
村
上
義
雄
、
さ
ら
に
は
政
界
の
実
力
者
大
隈
重
信
な
ど
に
陳
情
し
て
い
ま
す
。

　

總
持
寺
は
十
二
月
四
日
、
石
川
県
信
徒
大
会
に
関
与
し
た
と
し
て
、
信
徒
総
代
酒
井
幹
・
酒
井
嘉
右
衛
門
・
星
野
保
五
郎
の
三
人
を
解

除
（
解
任
）
し
、
同
五
日
、
新
た
に
東
京
地
区
の
森
岡
真
（
京
橋
）・
林
謙
吉
郎
（
銀
座
）・
平
岡
万
次
郎
（
京
橋
）
の
三
人
を
信
徒
総
代

と
し
て
委
嘱
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、「
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
移
転
願
」（
十
二
月
五
日
付
）
を
石
川
県
知
事
村
上
義
雄
宛
に
提
出
す

る
た
め
で
し
た
。
こ
の
移
転
願
に
よ
り
ま
す
と
、
鶴
見
移
転
に
あ
た
り
計
画
し
た
敷
地
面
積
は
十
六
町
二
段
余
で
、
こ
の
う
ち
成
願
寺
か

ら
の
献
納
地
は
五
町
六
段
余
で
し
た
か
ら
、
献
納
地
に
隣
接
す
る
土
地
十
町
歩
余
を
買
収
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　
　（
五
）
移
転
願
か
ら
還
祖
式
ま
で

　

そ
の
後
解
除
し
た
三
名
を
復
帰
さ
せ
、
総
代
六
名
を
改
選
し
て
い
ま
す
が
、
總
持
寺
を
鶴
見
に
移
転
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、

　
　
　

１　

土
地
僻
陬
に
し
て
交
通
参
拝
に
不
便
な
る
事
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２　

山
法
の
沿
革
上
よ
り
交
通
便
利
の
地
に
移
転
す
る
必
要
あ
る
事

　
　
　

３　

石
川
県
下
本
宗
檀
信
徒
及
一
般
人
民
は
移
転
に
反
対
す
る
理
由
及
実
力
を
有
せ
ざ
る
事

　
　
　

４　

絶
対
に
非
移
転
を
主
張
し
、
又
は
太
祖
有
縁
の
地
に
移
転
す
べ
し
と
す
る
は
共
に
所
以
な
き
僻
説
な
る
事

　
　
　

５　

東
京
に
於
け
る
全
国
一
般
の
大
勢
よ
り
移
転
の
便
益
を
立
証
す
る
事

　
　
　

６　

旧
来
の
境
地
に
本
山
を
再
建
す
る
事
は
事
実
上
不
可
能
な
る
事

　

以
上
の
六
項
目
を
地
元
住
民
に
示
し
、
全
国
一
宗
の
意
嚮
概
ね
移
転
に
決
定
せ
る
事
、
移
転
先
境
内
の
一
部
に
充
用
す
べ
き
土
地
の
譲

与
を
申
出
た
る
者
あ
る
事
、
同
列
本
山
永
平
寺
の
同
意
を
得
た
る
事
、
末
派
諮
詢
会
の
可
決
を
経
た
る
事
（
五
十
五
名
中
賛
成
四
十
五

名
、
少
数
意
見
と
し
て
太
祖
有
縁
の
寺
院
、
永
光
寺
・
大
乗
寺
・
浄
住
寺
な
ど
）、
直
末
評
定
の
可
決
を
経
た
る
事
（
百
三
十
一
ヶ
寺
中

百
十
一
ヶ
寺
賛
成
、
十
一
ヶ
寺
無
住
、
不
着
五
ヶ
寺
、
条
件
付
（
太
祖
有
縁
）
二
ヶ
寺
、
非
移
転
二
ヶ
寺
）、
移
転
先
土
地
買
入
の
契
約

を
為
し
た
る
事
（
敷
地
三
万
千
百
十
坪
）、
こ
れ
に
成
願
寺
境
内
（
一
万
七
千
余
坪
）
を
加
え
る
と
四
万
八
千
七
百
八
十
九
坪
（
十
六
町

二
段
余
）
で
あ
る
事
、
こ
れ
に
比
し
門
前
町
の
旧
地
境
内
は
一
万
七
千
七
百
八
十
八
坪
（
飛
地
四
千
三
百
坪
を
含
む
）
で
あ
る
事
な
ど
を

あ
げ
て
い
ま
す
。
ま
た
石
川
県
知
事
の
斡
旋
も
功
を
奏
し
、
總
持
寺
の
鶴
見
移
転
は
決
定
的
に
な
り
ま
し
た
。

　

總
持
寺
の
鶴
見
移
転
が
、
住
民
の
合
意
を
得
て
正
式
に
決
定
し
ま
す
と
、
再
建
予
定
地
の
買
収
が
本
格
的
に
推
進
さ
れ
ま
し
た
。
地
価

は
お
よ
そ
坪
七
十
銭
か
ら
一
円
三
十
銭
が
中
心
で
、
中
に
は
三
円
十
銭
（
立
木
も
含
む
）
の
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
敷
地
契
約
は
内
金
一

割
に
し
て
、
残
金
は
登
記
済
み
の
時
点
で
支
払
う
こ
と
に
取
り
決
め
ま
し
た
が
、
内
金
だ
け
で
二
千
八
百
十
円
を
受
け
取
っ
た
地
主
も
い

ま
し
た
。
鶴
見
に
つ
い
て
は
、『
吾
妻
鏡
』
や
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』「
武
蔵
国
鶴
見
寺
尾
郷
絵
図
」（
建
武
二
年
）
な
ど
よ
り
、
鎌
倉

時
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
鎌
倉
建
長
寺
開
山
蘭
渓
道
隆
（
一
二
一
三
～
七
八
）
の
『
大
覚
禅
師
語
録
』
に
も
、遊
山
か
ら
帰
っ

て
の
上
堂
語
に
「
山
僧
近
日
建
長
よ
り
鶴
見
（
建
長
寺
関
係
の
松
蔭
寺
か
）
に
至
る
。
沿
途
上
下
往
往
皆
こ
れ
樵
夫
漁
夫
」（
原
漢
文
）
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と
あ
り
、
当
時
の
状
況
が
想
起
さ
れ
ま
す
。
ま
た
明
治
三
十
九
年
当
時
の
鶴
見
は
『
横
浜
貿
易
新
報
』（
現
在
の
『
神
奈
川
新
聞
』）
三
月

二
十
日
の
記
事
に
よ
り
ま
す
と
、「
地
味
豊
饒
に
し
て
禾
黍
穰
々
、
樹
木
は
繁
茂
し
、
清
水
は
湧
き
、
遠
く
俗
塵
を
隔
だ
て
、
解
脱
悟
道

の
霊
場
と
な
す
に
適
当
な
る
地
勢
な
れ
ば
」
と
あ
り
、
現
在
の
鶴
見
か
ら
は
想
像
を
絶
す
る
地
理
で
し
た
。

　

明
治
三
十
九
年
十
二
月
五
日
、
總
持
寺
移
転
願
を
石
川
県
お
よ
び
神
奈
川
県
知
事
宛
に
提
出
し
、
四
十
年
三
月
九
日
許
可
さ
れ
ま
し
た

の
で
、
同
年
五
月
二
十
八
日
、
總
持
寺
諸
殿
堂
再
建
寄
付
金
募
集
に
つ
き
五
ヶ
年
の
許
可
を
得
て
い
ま
す
。
し
か
し
目
的
を
達
成
で
き
ず
、

四
十
五
年
四
月
八
日
、
さ
ら
に
五
ヶ
年
の
延
期
を
願
い
出
て
、
五
月
一
日
許
可
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
間
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
一

月
二
十
九
日
、
地
方
信
徒
代
表
酒
井
嘉
右
衛
門
な
ど
八
名
が
連
判
し
、
總
持
寺
の
鶴
見
移
転
に
対
し
て
十
四
ヶ
条
か
ら
な
る
「
啓
沃
書
」

を
石
川
素
童
貫
首
宛
に
提
出
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　

啓
沃
書

　

曹
洞
宗
能
大
本
山
總
持
寺
ヲ
今
回
神
奈
川
県
下
ヘ
移
転
セ
ラ
レ
ン
ト
ス
ル
ニ
就
キ
太
祖
国
師
ノ
霊
蹟
ハ
依
前
永
遠
無
窮
ニ
保

全
セ
シ
メ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
シ
左
ノ
各
項
ヲ
啓
沃
ス

　

一
、
称
号
ハ
大
本
山
總
持
寺
別
院
ト
セ
ラ
ル
ヽ
事
（
昭
和
四
十
四
年
七
月
、「
祖
院
」
に
改
称
）

　

二
、
別
院
建
築
費
予
算
額
七
万
六
千
七
百
円
ノ
外
更
ニ
金
四
万
六
千
三
百
円
ヲ
本
山
ヨ
リ
特
別
補
充
シ
併
セ
テ
金
十
二
万
三
千

円
ト
シ
、
尚
地
方
信
徒
ニ
於
テ
法
令
ニ
遵
由
ス
ル
正
当
ノ
手
続
ヲ
経
テ
能
州
一
円
ニ
於
テ
予
額
金
二
万
七
千
円
ヲ
募
集
シ

之
ニ
加
ヘ
総
額
金
十
五
万
円
ヲ
別
院
諸
殿
堂
ノ
建
築
費
ニ
充
テ
ラ
ル
ヽ
事
、
但
シ
本
山
ハ
能
州
正
（
止
か
）住
ノ
檀
信
ニ
対
シ
再
建

建
築
費
ヲ
募
集
セ
ス
、
又
地
方
信
徒
ハ
能
州
以
外
ニ
対
シ
別
院
建
築
費
ヲ
募
集
セ
サ
ル
事

　

三
、
別
院
ハ
両
本
山
以
外
特
殊
ノ
性
格
ヲ
保
タ
シ
メ
末
派
寺
院
ノ
班
ニ
列
セ
シ
メ
ス
本
山
現
貫
首
代
々
兼
住
職
ト
ナ
サ
レ
度
事

　

四
、
本
山
貫
首
退
隠
ノ
場
合
ニ
ハ
別
院
ヲ
隠
棲
地
ト
ナ
サ
レ
度
事
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五
、
例
歳
ノ
御
諱
ニ
ハ
紫
雲
台
親
ヲ
（
ラ
か
）来

詣
シ
法
会
ヲ
修
セ
ラ
レ
度
事

　

六
、
宝
物
什
器
ノ
内
別
院
付
属
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
別
院
ニ
常
住
セ
シ
メ
ラ
ル
ヽ
事

　

七
、
別
院
ニ
ハ
別
院
建
設
部
ヲ
置
キ
本
年
九
月
ヨ
リ
起
工
シ
向
五
ヶ
年
間
ヲ
期
シ
落
成
セ
ラ
ル
ヽ
事

　

八
、
別
院
ハ
移
転
願
ト
同
時
ニ
認
可
申
請
セ
ラ
ル
ヽ
事

　

九
、
当
別
院
ノ
外
将
来
ニ
対
シ
他
ニ
大
本
山
總
持
寺
別
院
ヲ
建
設
ナ
サ
レ
サ
ル
事

　

十
、
別
院
ニ
常
在
五
十
員
ノ
僧
侶
ヲ
安
居
セ
シ
メ
僧
堂
教
育
ヲ
盛
大
ニ
シ
、
尚
発
達
ニ
伴
ヒ
常
在
員
ヲ
増
加
セ
ラ
レ
度
事

　

十
一
、
適
当
ノ
山
地
ヲ
購
求
シ
植
林
ヲ
ナ
シ
別
院
悠
遠
ノ
基
礎
ヲ
増
々
鞏
固
ナ
ラ
シ
メ
ラ
ル
事

　

十
二
、
別
院
信
徒
総
代
ハ
別
院
方
面
ノ
地
方
信
徒
ニ
限
ル
ト
定
メ
ラ
ル
事

　

十
三
、
現
在
本
總
持
寺
境
外
所
有
田
畑
山
林
合
計
段
別
二
十
一
町
五
段
一
畝
十
六
歩
ヲ
永
遠
基
本
財
産
ト
セ
ラ
レ
、
此
収

入
米
全
部
及
ヒ
雑
収
入
金
（
祠
堂
金
現
在
整
理
公
債
券
三
千
円
利
子
金
ト
モ
）
ヲ
以
テ
年
度
経
常
費
ニ
充
、
尚
毎
年
金

六
百
四
十
四
円
ヲ
本
山
ヨ
リ
特
別
補
充
セ
ラ
ル
ヽ
事

　

十
四
、
本
山
ヨ
リ
山
内
寺
院
ヘ
ノ
給
米
ハ
従
前
ノ
通
リ
異
動
ナ
キ
事

右
御
本
山
移
転
ノ
条
件
ト
シ
テ
実
行
被
成
下
度
茲
ニ
及
啓
沃
候
也

　
　

明
治
四
十
年
一
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
方
信
徒
代
表
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒
井
嘉
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒
井　
　
　

幹
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沢
田　

弥
七
郎
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

星
野　

保
五
郎
（
印
）
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星
野　

友
次
郎
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貝
田　

助
次
郎
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

参
与
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
尾　

栄
太
郎
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

樋
爪　

啓
太
郎
（
印
）

　

曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
貫
首

　
　
　
　
　
　
　
　

石
川
素
童
殿

　

こ
の
よ
う
に
別
院
の
再
建
と
地
位
の
保
持
お
よ
び
維
持
運
営
に
関
す
る
非
常
に
詳
細
な
も
の
で
し
た
。
ま
た
同
一
月
三
十
一
日
、
總
持

寺
は
櫛
比
村
門
前
区
な
ど
へ
経
済
支
援
策
と
し
て
移
転
記
念
金
（
門
前
区
に
五
千
円
、
走
出
・
鬼
屋
・
清
水
・
広
瀬
・
日
野
尾
区
に
各
千

円
、
館
区
に
四
百
円
）
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

明
治
四
十
年
十
月
十
七
日
に
は
鶴
見
で
地
鎮
式
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、先
に
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
募
金
が
順
調
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、

四
十
一
年
九
月
五
日
石
川
県
知
事
村
上
義
雄
宛
移
転
延
期
願
（
四
十
三
年
十
二
月
三
十
日
ま
で
）
を
出
す
と
と
も
に
、
同
十
月
五
日
、
移

転
敷
地
六
町
四
反
余
を
抵
当
と
し
て
、
仙
台
市
松
田
新
兵
衛
か
ら
工
事
費
六
万
円
（
四
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日
ま
で
）
を
借
り
入
れ
て

い
ま
す
。
如
何
に
財
政
的
に
苦
境
に
あ
っ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
十
一
月
七
日
、
仏
殿
の
起
工
式
を
挙
げ
て
い

ま
す
が
、
伽
藍
再
建
費
や
用
地
買
収
費
お
よ
び
別
院
復
興
費
な
ど
に
つ
い
て
、「
諸
殿
堂
再
建
并
土
地
設
計
」
と
し
て
百
十
九
万
二
十
五

円
三
十
三
銭
三
厘
、「
別
院
復
興
費
」
と
し
て
三
十
万
二
千
七
百
五
十
九
円
六
銭
五
厘
、
合
計
百
四
十
九
万
二
千
七
百
八
十
四
円
三
十
九

銭
八
厘
を
計
上
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、建
築
用
の
材
木
は
四
十
二
年
か
ら
四
十
三
年
に
わ
た
り
、飛
弾
国
加か

す

ら
須
良（
岐
阜
県
大
野
郡
白
川
村
）

ヤ
リ
ト
谷
官
林
・
冲
谷
官
林
の
払
下
げ
を
受
け
、筏
に
組
ん
で
庄
川
を
流
し
、越
中
伏
木
港
（
富
山
県
高
岡
市
伏
木
港
町
）
か
ら
、日
勝
丸
・
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浦
潮
丸
に
よ
っ
て
津
軽
海
峡
経
由
で
横
浜
港
に
運
ば
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
か
ら
曳
き
船
で
鶴
見
川
を
遡
行
し
佃つ
く
の野

に
荷
揚
げ
さ
れ
、ト
ロ
ッ

コ
に
よ
り
工
事
現
場
に
運
ば
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
移
転
再
建
工
事
は
進
め
ら
れ
、四
十
三
年
九
月
、啓
沃
書
に
応
じ
た
も
の
か
、最
初
に
別
院
大
祖
堂
が
落
慶
し
て
い
ま
す
が
、

工
事
は
全
般
的
に
遅
滞
し
た
た
め
、
同
十
二
月
二
十
三
日
、
石
川
県
知
事
李
家
隆
介
宛
總
持
寺
移
転
延
期
願
・
別
院
設
立
延
期
願
（
四
十
四

年
六
月
三
十
日
ま
で
）
を
提
出
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
後
石
川
禅
師
に
よ
る
現
場
を
回
っ
て
の
慰
労
督
励
に
よ
り
、
工
事
は
急
ピ
ッ

チ
に
進
ん
だ
ら
し
く
、
翌
四
十
四
年
十
一
月
五
日
に
は
、
山
形
総
穏
寺
か
ら
移
築
し
た
放
光
堂
に
お
い
て
、
石
川
貫
首
御
親
修
の
も
と
移

転
遷
祖
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
今
日
ま
で
伽
藍
・
諸
堂
舎
が
逐
次
整
備
さ
れ
、
輪
奐
の
美
を
誇
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　

む
す
び

　

こ
の
よ
う
に
新
た
に
移
転
す
る
鶴
見
住
民
の
諒
解
を
と
り
つ
け
、
ま
た
移
転
反
対
運
動
を
展
開
し
た
能
登
一
円
の
檀
信
徒
を
は
じ
め
と

す
る
地
域
住
民
の
容
認
を
得
る
と
同
時
に
、用
地
買
収
費
、別
院
（
昭
和
四
十
四
年
七
月
祖
院
と
改
称
）
を
含
め
て
の
再
建
費
や
借
金
な
ど
、

経
済
的
問
題
と
そ
れ
に
伴
う
移
転
延
期
な
ど
、
多
く
の
苦
難
を
克
服
し
て
、
瑩
山
禅
師
が
終
生
目
指
し
た
民
衆
教
化
の
た
め
、
大
英
断
を

も
っ
て
鶴
見
移
転
が
決
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
道
元
禅
師
の
『
御
遺
言
記
録
』
に
「
そ
れ
ま
た
世
に
随
い
時
に
随
う
べ
し
。
仏
法
い
ず

れ
の
地
に
お
い
て
も
所
行
の
勝
地
と
な
す
な
り
」
と
あ
り
、ま
た
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
第
一
・
二
十
に
も
「
只
時
に
の
ぞ
み
事
に
触
れ
て
、

興
法
の
為
利
生
の
為
に
諸
事
を
斟
酌
す
べ
き
な
り
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
道
元
禅
師
の
立
場
に
も
適
う
も
の
で
し
た
。


